
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

契約しないと言っても帰らない時は                            

警察へ連絡しましょう  

 
 
 
 
 
 

＝＝ 補 足 ＝＝ 

エステ契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供で規定されています。特定継続的役務提供では、中途解

約の精算ルールも定めています。その対象は、有償の期間・回数であり、原則、アフターサービス（無償部分）

は対象外となります。契約書面で、有償の期間・回数と単価を確認しましょう。 

 

消費生活センターから 

令和４年４月２1 日号 

令和４年 6 月１1 日号 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年８月 21 日号 

令和４年１０月２1 日号 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

受付時間 

月～金曜日(祝日等は除く)、午前８時３０分～午後４時３０分 

受付専用電話 

０３（５６０４）７０５５ 

※ 土・日・祝日は消費者ホットライン１８８をご利用ください。 

場所 

荒川区役所６階 
 

消費生活センターをご利用下さい 

令和５年２月 21 日号 

令和 4 年１２月 21 日号 


